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7 省エネルギー関連法規

7-2 低炭素建築物新築等計画の認定基準

2012年12月より、「都市の低炭素化の促進
に関する法律」（低炭素法）にもとづき、「建
築物に係るエネルギーの使用の合理化の一
層の促進その他の建築物の低炭素化の促進
のために誘導すべき基準」（低炭素建築物認
定基準）が施行されました。この基準は、住
宅と建築物の省エネルギー基準を上回るレ
ベルの省エネ措置が求められます。この認
定を受けることにより、建築物の容積率の
緩和や税制などの優遇を受けることができ
ます。この認定を受けるためには、以下の3
つの基準に適合しなければなりません。

1. 外皮性能の基準
住宅・建築物ともに、省エネルギー基準と同
じ基準が定められています。すなわち、住宅
では外皮平均熱貫流率の基準と冷房期の平
均日射熱取得率の基準、建築物ではPALの
基準に適合することが求められます。

2. 一次エネルギー消費量の基準
住宅・建築物ともに、省エネルギー基準と同
様の基準が定められています。ただし、一
次エネルギー消費量の基準値は、省エネル
ギー基準の基準値に0.9を乗じた値に設定
されています（事務機器、家電の一次エネル
ギー消費量を除く）。つまり、省エネルギー
基準に比べて10%以上の省エネ化が求め
られます。

3. その他の基準
次の①～⑧のうちから2つ以上を採用する
か、標準的な建築物と比べて低炭素化に資
する建築物として所管行政庁が認めること
が求められます。
①節水に関する取り組み（節水便器、節水水
栓、食器洗浄機）

②雨水などの利用（雨水、井戸水、雑排水）
③エネルギー管理に関する取り組み（HEMS、
BEMS）
④再生可能エネルギーの発電設備及び蓄
電池

⑤ヒートアイランド対策（敷地緑化、屋根面
緑化、壁面緑化、高反射塗装）

⑥劣化対策
⑦木造
⑧高炉セメントなどの利用

●住宅の一次エネルギー消費量基準の考え方

●建築物の一次エネルギー消費量基準の考え方

●その他の低炭素化に資する措置に関する事項の概要

●評価対象となる住宅において、①共通条件の下、②設計仕様（設計した省エネ手法を加味）で算定した値（設計一次エネル
ギー消費量）を、③基準仕様で算定した建築設備（暖冷房、換気、照明、給湯）に係る一次エネルギー消費量に0.9を乗じ、
家電等に係る一次エネルギー消費量を足した値（基準一次エネルギー消費量）で除した値が1以下となること基本とする。

〈住宅の一次エネルギー消費量基準における算定のフロー〉

暖冷房エネルギー消費量 EsAC

換気エネルギー消費量 EsV

照明エネルギー消費量 EsL

給湯エネルギー消費量 EsW

家電等エネルギー消費量※1

暖冷房エネルギー消費量

換気エネルギー消費量

照明エネルギー消費量

給湯エネルギー消費量

家電等エネルギー消費量※1EM

EAC

EV

EL
×0.9

EW

EM

ES 太陽光発電による再生可能
エネルギー導入量※2

②設計仕様（省エネ手法を加味）
〈効率化〉

〈エネルギーの創出〉

〈負荷の削減〉
•外皮の断熱化
•日射の遮蔽・取得
•通風利用
•躯体蓄熱
•熱交換換気の採用

•節湯型器具の採用
•浴槽の断熱化
•太陽熱温水器の設置

•調光
•照明制御

設
備
効
率
の
向
上

•家電等の省エネ手法は考慮しない。

•太陽光発電設備等の設置

基準一次エネルギー消費量 EsT 設計一次エネルギー消費量ET

＋ ＋

＋＋

＋＋

＋＋

－

※1　家電及び調理のエネルギー消費量。建築設備に含まれないことから、省エネルギー手法は考慮せず、床面積に応じた同一の標準値を設計
一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量の両方に使用する。

※2　コージェネレーション設備により発電されたエネルギー量も含まれる。

①共通条件（地域区分、床面積等）

ET　÷　EsT　≦　1

③
基
準
仕
様

●評価対象となる建築物において、①共通条件の下、②設計仕様（設計した省エネ手法を加味）で算定した値（設計一次エネルギー
消費量）を、③基準仕様で算定した建築設備（暖冷房、換気、照明、給湯、昇降機）に係る一次エネルギー消費量に0.9を乗じ、事
務機器等に係る一次エネルギー消費量を足した値（基準一次エネルギー消費量）で除した値が1以下となること基本とする。

〈建築物の一次エネルギー消費量基準における算定のフロー〉

暖冷房エネルギー消費量 EsAC

換気エネルギー消費量 EsV

照明エネルギー消費量 EsL

給湯エネルギー消費量 EsW

昇降機エネルギー消費量 EsEV

事務機器等エネルギー消費量※1

空調エネルギー消費量

換気エネルギー消費量

照明エネルギー消費量

給湯エネルギー消費量

昇降機エネルギー消費量

事務機器等エネルギー消費量※1EM

EAC

EV

EL×0.9

EW

EEV

EM

ES 太陽光発電による再生可能
エネルギー導入量※2

②設計仕様（省エネ手法を加味）
〈効率化〉

〈エネルギーの創出〉

〈負荷の削減〉
•外皮の断熱化
•日射の遮蔽
•エアフローウィンドウ
・ダブルスキンの採用
•熱交換換気の採用
•昼光利用
•タスク＆アンビエン
ト照明の採用

•節湯型器具の採用
•太陽熱温水器の設置

設
備
効
率
の
向
上

•事務機器等の省エネ手法は考慮しない

•太陽光発電設備等の設置

基準一次エネルギー消費量 EsT 設計一次エネルギー消費量ET

＋ ＋

＋ ＋

＋ ＋

＋ ＋

＋ ＋

－

※1　事務・情報機器等のエネルギー消費量（空調対象室の機器発熱参照値から推計。）建築設備に含まれないため、省エネルギー手法は考慮せ
ず、床面積に応じた同一の標準値を設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量の両方に使用する。

※2　コージェネレーション設備により発電されたエネルギー量も含まれる。

①共通条件（地域区分、室用途、床面積等）

ET　÷　EsT　≦　1

③
基
準
仕
様

●低炭素化に資する措置のうち、認定に必要な審査において、明確かつ簡易に確認することが可能な項目を設定する。

または

※項目及び要件の数については、技術や評価方法の進展を踏まえて見直しを行う。

左記の①～
⑧項目の2つ
以上に該当

左記の条件
に該当

節水対策 ヒートアイランド対策

建築物（躯体）の低炭素化エネルギーマネジメント

①節水に資する機器を設置している。
以下のいずれかの措置を講じていること。
•設置する便器の半数以上に節水に資する便器を採用している。
•設置する水栓の半数以上に節水に資する便器を採用している。
•食器洗浄機を設置している。

②雨水、井水又は雑排水の利用のための設備を設置し
ている。

③HEMS（ホームエネルギーマネジメントシステム）
又はBEMS（ビルエネルギーマネジメントシステム）
を設置している。

④太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備
及びそれと連携した定置型の蓄電池を設置している。

⑧高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐
力上主要な部分に使用している。

⑤一定のヒートアイランド対策を講じている。
以下のいずれかの措置を講じていること。
•緑地又は水面の面積が敷地面積の10％以上
•日射反射率の高い鋪装の面積が敷地面積の10％以上
•緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用す
る面積の20％以上

•壁面緑化を行う面積が外壁面積の10％以上

標準的な建築物と比べて、低炭素化に資する建築物として所管行政庁が認めるもの。

⑥住宅の劣化の軽減に資する措置を講じている。

⑦木造住宅若しくは木造建築物である

出典：国土交通省「省エネルギー基準改正の概要」より
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